
海上自衛隊訓令第３０号

海上自衛隊の使用する船舶の区分等及び名称等を付与する標準を定める訓令を次のよう

に定める。

昭和３５年９月２４日

防衛庁長官 江 崎 真 澄

海上自衛隊の使用する船舶の区分等及び名称等を付与する標準を定める訓令

(目的）

第１条 この訓令は、海上自衛隊の使用する船舶の区分、分類、種別及び記号（以下「区

分等」という ）並びに建造番号、番号及び名称（以下「名称等」という ）を付与する。 。

標準を定めることを目的とする。

（船舶の区分等）

第２条 海上自衛隊の使用する船舶を自衛艦と支援船とに区分し、その分類、種別及び記

号は、別表第１のとおりとする。

（船舶の名称等）

第３条 自衛艦の名称等を付与する標準は、別表第２のとおりとする。

２ 支援船の名称等を付与する標準は、別表第３のとおりとする。

第４条 自衛艦の種別及び記号の決定並びに建造番号の付与は、自衛艦の製造に当たり要

求性能決定のときに、番号及び名称の付与は、当該自衛艦が進水するときに、それぞれ

防衛大臣が行うものとする。

２ 支援船の種別及び記号の決定並びに建造番号の付与は、支援船の製造にあたり要求性

能の決定のときに、番号及び名称の付与は、当該支援船が進水するときに、それぞれ海

上幕僚長（以下「幕僚長」という ）が行なうものとする。。

第５条 新造船舶以外の船舶で、新たに海上自衛隊の所属となつたものの種別及び記号の

決定並びに番号及び名称の付与は、これを取得したときに、自衛艦については防衛大臣

が、支援船については幕僚長がそれぞれ行うものとする。

（名称の継続使用）

第６条 自衛艦又は支援船が、その区分又は種別を変更した場合においては、第３条の規

定にかかわらず従前の名称（種別又は船型に番号を付して名称とするものを除く ）を。

使用することができる。

第７条 幕僚長は、第４条から前条までの規定に基づき、支援船の種別及び記号を定めた

とき、又は名称等を付与したときは、遅滞なく防衛大臣に報告するものとする。

附 則



１ この訓令は、昭和３５年１０月１日から施行する。

２ 海上自衛隊の使用する船舶の種別 記号 番号及び名称を定める標準に関する訓令 昭、 、 （

和２９年海上自衛隊訓令第１号。以下「旧訓令」という ）は、廃止する。。

３ この訓令の施行の際、旧訓令により付与されている船舶の名称は、この訓令の相当規

定に基づき付与されたものとみなす。

附 則（昭和３７年１２月２１日海上自衛隊訓令第２８号 （抄））

１ この訓令は、昭和３８年１月１日から施行する。

附 則（昭和４０年１月２８日海上自衛隊訓令第６号）

この訓令は、昭和４０年１月２８日から施行する。

附 則（昭和４３年３月１４日海上自衛隊訓令第８号）

この訓令は、昭和４３年３月１６日から施行する。

附 則（昭和４４年４月２３日海上自衛隊訓令第７号）

この訓令は、昭和４４年４月２３日から施行する。

附 則（昭和４５年４月１７日海上自衛隊訓令第１７号）

この訓令は、昭和４５年４月１７日から施行する。

附 則（昭和４６年４月１日海上自衛隊訓令第１３号揚陸隊の編制に関する訓令の

一部を改正する訓令附則第６項 （抄））

１ この訓令は、昭和４６年４月１日から施行する。

附 則（昭和４８年４月２３日海上自衛隊訓令第２２号海上自衛隊の使用する艦船

等の塗粧及び着標に関する訓令等の一部を改正する訓令第２条）

この訓令は、昭和４８年４月２３日から施行する。

附 則（昭和４９年３月８日海上自衛隊訓令第７号）

この訓令は、昭和４９年３月３０日から施行する。

附 則（昭和４９年９月２６日海上自衛隊訓令第４１号基地隊の編制に関する訓令

等の一部を改正する訓令第３条）

この訓令は、昭和４９年９月３０日から施行する。

附 則（昭和５１年５月１０日海上自衛隊訓令第１３号海上幕僚監部の内部組織に

関する訓令等の一部を改正する訓令第２条）

この訓令は、昭和５１年５月１１日から施行する。

附 則（昭和５２年１月１２日海上自衛隊訓令第１号）

この訓令は、昭和５２年１月１２日から施行する。

附 則（昭和５２年４月１６日海上自衛隊訓令第８号海上自衛隊の使用する艦船等

の塗粧及び着標に関する訓令等の一部を改正する訓令第２条）

この訓令は、昭和５２年４月１８日から施行する。

附 則（昭和５２年９月１６日海上自衛隊訓令第１５号）

この訓令は、昭和５２年９月１６日から施行する。ただし、別表第１（自衛艦）の表及



び別表第２の改正規定中ＡＳＭに係る部分は、昭和５３年３月２０日から施行する。

附 則（昭和５３年４月５日海上自衛隊訓令第１１号海上自衛隊幹部候補生学校の

組織に関する訓令等の一部を改正する訓令第３条）

この訓令は、昭和５３年４月５日から施行する。

附 則（昭和５４年４月４日海上自衛隊訓令第１１号通信隊の編制に関する訓令等

の一部を改正する訓令第４条）

この訓令は、昭和５４年４月４日から施行する。

附 則（昭和５４年６月２９日海上自衛隊訓令第１４号海上幕僚監部の内部組織に

関する訓令等の一部を改正する訓令第２条 （抄））

この訓令は、昭和５４年７月１日から施行する。

附 則（昭和５６年６月１５日海上自衛隊訓令第３０号）

この訓令は、昭和５６年６月１５日から施行する。

附 則（昭和６１年３月１７日海上自衛隊訓令第１０号 （抄））

１ この訓令は、昭和６１年３月２７日から施行する。

附 則（昭和６１年４月５日海上自衛隊訓令第１７号）

この訓令は、昭和６１年４月５日から施行する。

附 則（昭和６２年５月２１日海上自衛隊訓令第１７号 （抄））

１ この訓令は、昭和６２年５月２１日から施行する。

附 則（平成元年３月１日海上自衛隊訓令第４号）

この訓令は、平成元年３月２４日から施行する。

附 則（平成元年５月２９日海上自衛隊訓令第２９号）

この訓令は、平成元年５月２９日から施行する。

附 則（平成２年２月２３日海上自衛隊訓令第３号海上自衛隊の使用する艦船等の

塗粧及び着標に関する訓令等の一部を改正する訓令第２条 （抄））

この訓令は、平成２年３月２３日から施行する。

附 則（平成２年６月８日海上自衛隊訓令第１２号）

この訓令は、平成２年６月８日から施行する。

附 則（平成６年９月３０日防衛庁訓令第４９号船舶の造修等に関する訓令等の一

部を改正する訓令第３条）

この訓令は、平成６年１０月１４日から施行する。

附 則（平成８年１１月２８日海上自衛隊訓令第１７号）

この訓令は、平成８年１１月２９日から施行する。

附 則（平成９年４月１日海上自衛隊訓令第１９号）

この訓令中、第１条の規定は平成９年４月１日から、第２条の規定は同年５月１日から

施行する。

附 則（平成１０年２月２７日防衛庁訓令第４号船舶の造修等に関する訓令等の一



部を改正する訓令第３条）

この訓令は、平成１０年３月２３日から施行する。

附 則（平成１０年４月９日海上自衛隊訓令第１５号）

この訓令は、平成１０年４月９日から施行する。

附 則（平成１０年１２月２５日防衛庁訓令第４９号船舶の造修等に関する訓令等

の一部を改正する訓令第４条）

この訓令は、平成１１年１月１４日から施行する。

附 則（平成１１年３月２９日海上自衛隊訓令第１４号）

この訓令は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則（平成１２年３月３日海上自衛隊訓令第６号練習潜水隊の編制に関する訓令

の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令第６条）

１ この訓令は、平成１２年３月９日から施行する。

２ この訓令の施行の際現に存する潜水艦から種別を変更した特務艦に関するこの訓令に

よる改正規定の適用については、なお従前の例による。

附 則（平成１４年３月２９日海上自衛隊訓令第４５号）

この訓令は、平成１４年４月１日から施行する。

附 則（平成１６年４月５日海上自衛隊訓令第３１号）

この訓令は、平成１６年４月８日から施行する。

附 則（平成１９年１月５日防衛庁訓令第１号防衛庁の省移行に伴う関係訓令の整

備に関する訓令第７６条 （抄））

１ この訓令は、平成１９年１月９日から施行する。

附 則（平成１９年１１月５日海上自衛隊訓令第２０号）

この訓令は、平成１９年１１月５日から施行する。

附 則（平成２５年４月１０日海上自衛隊訓令第１１号）

この訓令は、平成２５年４月１２日から施行する。

附 則（平成３０年２月２８日防衛省訓令第５号船舶の造修等に関する訓令等の一

部を改正する訓令第４条）

、 、 。この訓令は 次の各号に掲げる規定ごとに それぞれ当該各号に定める日から施行する

⑴ 省略

⑵ 第１条、第４条、第８条及び第９条の規定 平成３０年３月２０日

⑶ 省略

附 則（平成３０年３月３０日防衛省訓令第２６号防衛省職員給与施行細則等の一

部を改正する訓令第３０条 （抄））

（施行期日）

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。１



別表第１（第２条関係）

海上自衛隊の使用する船舶の区分等

（自衛艦）

分 類
種 別 記 号

大分類 中分類

護 衛 艦 ＤＤ、ＤＥ、ＦＦＭ
機動艦艇

潜 水 艦 ＳＳ

掃 海 艦 ＭＳＯ

掃 海 艇 ＭＳＣ
機雷艦艇

掃 海 管 制 艇 ＭＣＬ警 備 艦

掃 海 母 艦 ＭＳＴ

哨戒艦艇 ミ サ イ ル 艇 ＰＧ

輸 送 艦 ＬＳＴ

輸送艦艇 輸 送 艇 ＬＣＵ

エアクッション艇 ＬＣＡＣ

練 習 艦 ＴＶ

練 習 潜 水 艦 ＴＳＳ

訓 練 支 援 艦 ＡＴＳ

多 用 途 支 援 艦 ＡＭＳ

海 洋 観 測 艦 ＡＧＳ

音 響 測 定 艦 ＡＯＳ
補 助 艦 補助艦艇

砕 氷 艦 ＡＧＢ

敷 設 艦 ＡＲＣ

潜 水 艦 救 難 艦 ＡＳＲ

試 験 艦 ＡＳＥ

補 給 艦 ＡＯＥ

特 務 艇 ＡＳＹ

（支援船）

分 類 種 別 記 号



え い 船 ＹＴ

水 船 ＹＷ

油 船 ＹＯ、ＹＧ

廃 油 船 ＹＢ

運 貨 船 ＹＬ

起 重 機 船 ＹＣ
第 １ 種

交 通 船 ＹＦ

消 防 船 ＹＥ

設 標 ・ 救 難 船 ＹＲ

設 標 船 ＹＶ

清 掃 船 ＹＳ

作 業 船 ＹＤ

水 中 処 分 母 船 ＹＤＴ

練 習 船 ＹＴＥ
第 ２ 種

敷 設 船 ＹＡＬ

特 務 船 ＹＡＳ

機 動 船 Ｂ

カ ッ タ ー Ｃ
第 ３ 種

伝 馬 船 Ｔ

ヨ ッ ト Ｙ

第 ４ 種 保 管 船 ＹＡＣ

第 ５ 種 特 別 機 動 船 ＳＢ



別表第２（第３条関係）

自衛艦の名称等を付与する標準

種 別 記 号 建造番号 番 号 名 称

天象・気象、山岳、河川、
ＤＤ 1601から 101から

護 衛 艦 ＤＥ 1201から 201から
地方の名

ＦＦＭ 1301から １から

海象、水中動物の名、ずい
潜 水 艦 ＳＳ 8001から 501から

祥動物の名

掃 海 艦 ＭＳＯ 201から 301から
島の名、海峡（水道・瀬

掃 海 艇 ＭＳＣ 301から 601から
戸を含む ）の名、種別。

掃 海 管 制 艇 ＭＣＬ 721から
に番号を付したもの

掃 海 母 艦 ＭＳＴ 462から 461から

鳥の名、木の名、草の名、
ミ サ イ ル 艇 ＰＧ 821から 821から

種別に番号を付したもの

輸 送 艦 ＬＳＴ 4101から 4001から
半島（岬を含む ）の名、。

輸 送 艇 ＬＣＵ 2001から 2001から
種別に番号を付したもの

エアクッショ ＬＣＡＣ 2101から
ン艇

練 習 艦 ＴＶ 3501から 3501から

練 習 潜 水 艦 ＴＳＳ 3601から

訓 練 支 援 艦 ＡＴＳ 4201から 4201から

多用途支援艦 ＡＭＳ 4301から 4301から

海 洋 観 測 艦 ＡＧＳ 5101から 5101から

名所旧跡の名、種別又は音 響 測 定 艦 ＡＯＳ 5201から 5201から

船型に番号を付したもの砕 氷 艦 ＡＧＢ 5001から 5001から

敷 設 艦 ＡＲＣ 1001から 481から

潜水艦救難艦 ＡＳＲ 1101から 401から

試 験 艦 ＡＳＥ 6101から 6101から

補 給 艦 ＡＯＥ 4011から 421から

特 務 艇 ＡＳＹ 91から 91から

（注）この表の名称欄に掲げる名称は、当該名称にちなむもの又は準ずるものを含むもの

とする。



別表第３（第３条関係）

支援船の名称等を付与する標準

分 類 種 別 記 号 建造番号・番号 名 称

種別に番号を付
え い 船 ＹＴ 01から

したもの

有機力船は01から
水 船 ＹＷ 同 上

無機力船は101から

有機力船は01から
ＹＯ

油 船 無機力船は101から 同 上

ＹＧ 201から

有機力船は01から
廃 油 船 ＹＢ 同 上

無機力船は101から

有機力船は01から
第１種 運 貨 船 ＹＬ 同 上

無機力船は101から

有機力船は01から
起 重 機 船 ＹＣ 同 上

無機力船は101から

内火艇は1001から
交 通 船 ＹＦ 同 上

内火ランチは2001から

消 防 船 ＹＥ 01から 同 上

設 標 ・ 救 難 船 ＹＲ 01から 同 上

設 標 船 ＹＶ 01から 同 上

清 掃 船 ＹＳ 01から 同 上

作 業 船 ＹＤ 01から 同 上

水 中 処 分 母 船 ＹＤＴ 01から 同 上

練 習 船 ＹＴＥ 01から 同 上
第２種

敷 設 船 ＹＡＬ 01から 同 上

特 務 船 ＹＡＳ 01から 同 上

機 動 船 Ｂ 4001から 同 上

カ ッ タ ー Ｃ 5001から 同 上
第３種

伝 馬 船 Ｔ 6001から 同 上

ヨ ッ ト Ｙ 7001から 同 上

第４種 保 管 船 ＹＡＣ 01から 同 上

第５種 特 別 機 動 船 ＳＢ 01から 同 上


